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催
　
し

子
育
て
支
援
講
座

「
常
備
菜
を
使
っ
て
、

ア
レ
ン
ジ
メ
ニ
ュ
ー
を
つ
く
ろ
う
」

福
祉
子
ど
も
課
（
☎
内
線
１
２
５
）

日
時　
２
月
１
日（
木
）午
前
10
時
～
正
午

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　

１
階　

調
理
実
習
室

講
師　
斑
鳩
町
栄
養
士
会

持	

物　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
ふ
き
ん
１

枚
、
台
ふ
き
１
枚

対
象　
子
育
て
中
の
保
護
者

定
員　
30
人
（
先
着
順
）

申	
込　
１
月
25
日（
木
）ま
で
に
福
祉
子
ど

も
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
無
料
託
児
あ
り
）

斑
鳩
ふ
れ
あ
い
食
育
弁
当
会
食

　
　

保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
内
）

　
（
☎
０
７
４
５
�
０
０
０
１
）

　

毎
月
19
日
は
食
育
の
日
で
す
。
食
生
活

改
善
推
進
員
さ
ん
手
づ
く
り
の
旬
の
地
元

食
材
を
使
っ
た
バ
ラ
ン
ス
弁
当
と
デ
ザ
ー

ト
を
、み
ん
な
で
楽
し
く
会
食
し
ま
し
ょ
う
。

日
時　
２
月
20
日（
火
）正
午
～
午
後
1
時

　
　
　
（
受
付　

午
前
11
時
45
分
～
）

申
込　
１
月
15
日（
月
）～

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　

１
階　

調
理
実
習
室

対
象　
町
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

定
員　
30
人
（
先
着
順
）

費
用　
１
人
に
つ
き
５
０
０
円

2月のおでかけ乳幼児相談・助産師相談
●対象：妊娠中の人や乳幼児の保護者
●定員：各日２人
●申込：各実施日の前日まで　　●持物：母子健康手帳

問合せ・申込先　保健センター
　（生き生きプラザ斑鳩内）
　（☎0745�0001）

事業名 場　所 時　間 実　　施　　日
お で か け
乳幼児相談

東公民館 午前₉時30分～10時45分 ₂月₈日（木）
西公民館 午後₁時30分～₂時45分 ₂月20日（火）

助産師相談 保　　健
センター 午前₉時～11時15分

₂月₂日（金）、₅日（月）、₇日（水）、
₉日（金）、14日（水）、16日（金）、
19日（月）、21日（水）、23日（金）、
26日（月）、28日（水）

　12月14日（木）、本町と奈良県農業協同組
合との間で協定を締結しました。
　奈良県農業協同組合のふれあいサポー
ターが、見守り活動や戸別訪問を実施する
など、高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らすことができるよう、町と連携しなが
ら活動していただきます。

2018
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奈良県農業協同組合と
高齢者地域見守り活動に

関する協定を締結しました



　下記①～③のいずれかの方法で申請し、マイナンバーカードの交付準備が整うと、交付通知
書が届きます。交付通知書、本人確認書類（※）、通知カード、住民基本台帳カード（お持ちの
人のみ）をお持ちになり、必ずご本人が、役場・住民課窓口にお越しください。

下記書類①～⑤をお持ちになり、必ずご本人が、役場・住民課窓口にお越しください。後日、
マイナンバーカードを本人限定受取郵便でご自宅へ郵送します。
　①個人番号カード交付申請書
　②顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝　最近６か月以内に撮影した、無帽、正面、無背景のもの）
　③本人確認書類（※）　　　④通知カード（申請時に回収します）
　⑤住民基本台帳カード（お持ちの人のみ、申請時に回収・廃止します）

（※）本人確認書類（下記の㋐または㋑）
㋐次のうち１点：住民基本台帳カード（写真付き）、運転免許証、旅券、身体障害者手帳など
㋑㋐をお持ちでない人は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、町長が適当
と認める２点（例）健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、預金通帳など

●�住所や氏名が変更になった人は、旧住所・旧氏名が記載されている「個人番号カード交付申
請書」を使用することができませんので、事前に住民課へお問い合わせください。

【問合せ】　住民課（☎内線161）

①郵送
マイナンバーの通知カードに同封されている個人番号カード交付申
請書に、必要事項を記入、顔写真を貼り付け、返信用封筒（差出有
効期間切れでもそのまま使用できます）に入れて、ポストに投函し
ます。
②スマートフォン
スマートフォンのカメラで顔写真を撮影。個人番号カード交付申請
書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセスして
メールアドレスを登録。登録したメールアドレス宛に通知される申
請者用の申請用WEBサイトにアクセス。画面の案内にしたがって、
必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。
③パソコン
デジタルカメラなどで顔写真を撮影して、申請するパソコンに保存。
申請用WEBサイトにアクセスし、メールアドレスを登録。登録し
たメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用WEBサイトに
アクセス。画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添
付して送信します。

申請方法　その❶　　自宅で申請⇒役場でカード受け取り

申請方法　その❷　　役場で申請⇒自宅でカード受け取り

マイナンバーカードの交付には、申請から約１か月かかります。
カードには有効期限があり、20歳以上は10年間、20歳未満は５年間で、
初回申請手数料は無料です。

～ コンビニ交付でもっと便利に ～
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◇住民票の写し（本人および同一世帯の人の分のみ取得可能）
◇住民票記載事項証明書（本人および同一世帯の人の分のみ取得可能）
◇印鑑登録証明書
◇戸籍（全部・個人）事項証明書（本籍が斑鳩町の人で最新のものに限る）
◇戸籍の附票の写し（本籍が斑鳩町の人で最新のものに限る）
◇�所得（課税）証明書（現年度・前年度）（各年度の基準日（その年の1月1日）に斑鳩町に住
民票がある人に限る。※課税資料（所得情報）のない人は事前に所得に関する申告が必要で
す）

　4月以降は、住民課窓口またはマイナンバーカード（個人番号カード）
によるコンビニ交付サービスをご利用ください。

�マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストアのマルチコ
ピー機で、毎日午前６時30分から午後11時まで、下記の証明書を取得で
きます。（12月29日～１月３日、メンテナンス日を除く）

コンビニ交付を利用するためには、
マイナンバーカード（個人番号カード）が必要だよ。

マイナンバーカードの交付・申請の休日受付を行っています。
日時　２月４日（日）、３月10日（土）午前８時30分～正午
場所　役場１階　住民課窓口
※�マイナンバーカードの交付・申請には、本人確認書類をご持
参の上、必ずご本人がお越しください。

パゴちゃんカードは、印鑑登録証です。
役場窓口で印鑑登録証明書を取得するときに、
これからも必要なので、絶対に捨てないでね !

～ コンビニ交付でもっと便利に ～

西公民館、東公民館、生き生きプラザ斑鳩におけ
る住民票の写し等各種証明書の交付サービスは、
本年３月末で廃止します。
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手数料は窓口
と同額です



チャレンジ介護予防 !
　今はまだ動けるから自分は大丈夫、という過信
は禁物。元気なときこそ介護予防に取り組むチャ
ンスです。体力づくりや食生活の改善、口腔ケア
など、日々の生活ですぐにできることからはじめ
ましょう。
対象　町在住の65歳以上の人
申込・問合せ　斑鳩町地域包括支援センター
　　　　　　　　（☎0745�4000・0745�5666）

日常の生活で思い当たることはありませんか ?
　□�片足立ちで靴下がはけない
　□�ごはんやパン、麺類だけを食べていることが多い
　□�口が渇きやすい
　□�最近よく眠れない
　□�最近のできごとや人の名前が思い出せない
　当てはまる項目が多いほど要注意。介護予防に取り
組みましょう。

日　程 時　間 場　所 内　容 持　物 定　員 申　込

運
動
教
室

A
コース

2月5日（月）
2月19日（月） 午後₁時30分

～₃時
（�事前に血圧測定を
済ませてください）

生き生きプラザ
斑鳩　1階
機能回復訓練
コーナー

タオルを使っ
て簡単なスト
レッチをしま
しょう。

タオル、
飲み物
※�動きやすい
服装でお越
しください。

不要
B

コース
2月13日（火）
2月26日（月）

料
理
教
室

2月21日（水） 午前₉時30分
～11時30分

生き生きプラザ
斑鳩　1階
調理実習室

食べることは、
元気の源。
（昼食編）

エプロン・
三角巾・
ふきん2枚・
筆記用具 ･
材料費（500円）

15人
（先着順）

2月13日（火）ま
でに地域包括支
援センターへ電
話でお申し込み
ください。

生
き
生
き
セ
ミ
ナ
ー

2月26日（月） 午前10時～
11時30分

西公民館
集会室1・2 ストレッチや

体操をして心
も体もリフレ
ッシュしまし
ょう。

タオル、
飲み物
※�動きやすい
服装でお越
しください。

20人
（先着順）

前日までに地
域包括支援セ
ンターへ電話
でお申し込み
ください。

2月27日（火） 午後₁時30分
～₃時

東公民館
集会室1・2

2月28日（水） 午前10時～
11時30分

斑鳩町法隆寺
五丁地区
地域交流館

家
族
介
護
教
室

　
　

斑
鳩
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
７
４
５
�
５
６
６
６
、

　

０
７
４
５
�
４
０
０
０
）

　

高
齢
に
な
る
と
、
低
栄
養
状
態
に
な
っ

た
り
筋
力
が
低
下
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
原
因
で
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
で
問
題
が
解
決
し
た

り
、
在
宅
介
護
の
負
担
が
軽
減
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩　

　
　

２
階
会
議
室
・
調
理
実
習
室　

ほ
か

　

※
３
月
７
日
の
み
第
二
慈
母
園

対	

象　
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
や

近
隣
の
援
助
者（
介
護
従
事
者
は
除
く
）

費
用　
無
料

定
員　
15
人
（
申
込
順
）

申
込　
２
月
６
日（
火
）ま
で

介
護
予
防
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座

　
　

斑
鳩
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
７
４
５
�
５
６
６
６
、

　

０
７
４
５
�
４
０
０
０
）

　

介
護
予
防
に
必
要
な
知
識
や
方
法
を
学

び
、
安
全
か
つ
効
果
的
な
気
軽
に
で
き
る

介
護
予
防
の
運
動
を
、
地
域
の
高
齢
者
に

広
め
て
い
く
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て

い
た
だ
く
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

対	

象　
介
護
予
防
に
関
心
が
あ
り
、
介
護

予
防
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
で
き
る
町

在
住
の
20
歳
以
上
の
人

費
用　
無
料

定
員　
20
人
（
申
込
順
）

申
込　
２
月
14
日（
水
）ま
で

○時　間：午前10時～11時30分
　　　　　※２月14日は正午まで
○持物：筆記用具
※２月14日はエプロン、三角巾、ふきん持参

日　程 内　　　容
２月７日（水） 身体の保清と足浴の

効果

２月14日（水） 高齢者にやさしい食
事（調理実習）

２月21日（水） 排泄について

３月７日（水）
実際の介護方法
（車いすやトイレ移動など）
認知症の方への対応
について

日　時 内　　　容
２月15日（木）
午前10時～11時30分 ・介護予防とは

２月19日（月）
午前10時～正午

・運動器のしくみ
・介護保険制度について

２月22日（木）
午前10時～正午

・�バランス運動の理論と実際
・ロコモ予防について

３月５日（月）
午前10時～正午

・�体力測定実習と結果の見方
・運動習慣の定着方法

３月８日（木）
午前10時～正午

・�介護予防の取り組みと今後
の活動について
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西
和
7
町
障
害
者
等
支
援
協
議
会

全
体
会
の
開
催
に
つ
い
て

　
　

上
牧
町
福
祉
課
ふ
れ
あ
い
福
祉
係

　
（
☎
０
７
４
５
�
１
０
０
１
）

　

西
和
7
町
障
害
者
等
支
援
協
議
会
で
は
、

行
政
、
事
業
者
、
当
事
者
が
地
域
の
障
害

福
祉
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
協
議
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
般
、
地
域
に
向
け
た
協
議
会
の
活
動

を
発
信
す
る
た
め
、
全
体
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

協
議
会
の
活
動
内
容
の
説
明
の
ほ
か
、

記
念
講
演
や
授
産
品
の
販
売
会
を
企
画
し

て
い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

日
時　
１
月
31
日（
水
） 

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
０
時
30
分

受
付　
午
前
９
時
30
分
～

場
所　
上
牧
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

２
階　

多
目
的
室

記
念
講
演

　
「
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

　
　
　
　

暮
ら
し
や
す
い
社
会
へ
」

　

奈
良
県
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
課

「
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

と
も
に
暮
ら
し
や
す
い

社
会
づ
く
り
条
例
を
学
ぼ
う
」

　
勉
強
会
の
お
知
ら
せ

　
　

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
な
な
つ
ぼ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
担
当　

土
橋
）

　
（
☎
０
７
４
５
�
２
３
９
０
）

　

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
と
も
に
暮

ら
し
や
す
い
社
会
は
、
誰
も
が
望
ん
で
い

る
こ
と
で
す
。

　

お
互
い
を
思
い
や
り
、
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
め
ざ
し
た
条
例

が
で
き
ま
し
た
。
奈
良
県
障
害
福
祉
課
か

ら
講
師
を
招
き
、
条
例
に
つ
い
て
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
２
月
15
日（
木
） 

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

　
　
　
　
（
受
付
は
、
午
後
１
時
～
）

場
所　
王
寺
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
り
ー
べ
る
王
寺
東
館
５
階
）

　
　
（
北
葛
城
郡
王
寺
町
久
度
２‒

２‒

１
）

講
師　
奈
良
県
障
害
福
祉
課

申	
込　
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
な
な
つ
ぼ
し

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

	

お
知
ら
せ

就
学
援
助
の
受
給
申
請
の
お
知
ら
せ

― 

新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費

　
支
給
は
入
学
前
か
ら 

―

　
　

教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

　
（
☎
内
線
２
３
４
、２
３
５
）

　

経
済
的
に
就
学
困
難
な
小
中
学
生
に
対

す
る
就
学
援
助
の
う
ち
、
入
学
時
の
学
用

品
購
入
費
を
、
本
年
度
か
ら
入
学
前
の
３

月
に
支
給
し
ま
す
。

　

援
助
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
１
月
22

日（
月
）か
ら
２
月
９
日（
金
）ま
で（
土
曜
、

日
曜
日
を
除
く
）
に
、
教
育
委
員
会
事
務

局
総
務
課
で
所
定
の
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

支	

給
対
象　
平
成
30
年
４
月
に
町
立
ま
た

は
国
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
に
入
学

予
定
の
児
童
生
徒
の
保
護
者
で
、
一
定

の
所
得
以
下
の
人

支
給
額　
小
学
生　

４
０
，
６
０
０
円

　
　
　
　

中
学
生　

４
７
，
４
０
０
円

※ 

入
学
時
の
学
用
品
費
以
外
の
就
学
援
助

の
申
請
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
4

月
以
降
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
教
育

委
員
会
事
務
局
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　「
斑
鳩
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」
の

ご
利
用
有
効
期
限
は
、
１
月
31
日

（
水
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　障がいのある人たちがいきいきと自分らしく生きるた
め、講演やパフォーマンスを通じて一人ひとりが理解し
あい、誰もが人格と個性を尊重し、支えあう「共生社会」
について考えます。
日時　２月10日（土）午後２時～３時40分
　　　（受付は午後１時30分～）
場所　いかるがホール　小ホール
講演　NPO法人�きららの木
　　　　理事長　江川　美奈子　氏
パフォーマンス　NPO法人�きららの木
　　　　　　　　NPO法人�虹の家
　　　　　　　　NPO法人�あゆみの家　各施設利用者
参加費　無料　　定員　100人
主催　いかるがKAIGI　　後援　斑鳩町
申込・問合せ　まちづくり政策課（☎内線213）
　　　fax　0745�1011
　　　Eメール　machi@town.ikaruga.nara.jp
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「あなたがいるから
　わたしはうれしい」

―  共生社会をめざして ―

男女共同参画社会づくりセミナーⅠ



　法律の改正により、平成30年度から国民健康保険制度が変わります。これまでの市町村に
加え、都道府県（奈良県）が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の
確保等をはかります。
　今回は、平成30年度からの国民健康保険税についてお知らせします。

　今後は、平成36年度の保険料水準の統一化をめざして、県と協議のうえ、各市町村で計画
的、段階的に保険料（税）の改定を実施していきます。
　当町の平成30年度以降の保険税率については、上記算定方法を原則として現在検討中であ
り、決まり次第お知らせします。

　奈良県では、平成30年度以降の県および県内市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針と
して、「奈良県国民健康保険運営方針」を平成29年11月に策定しました。
　この方針では、被保険者の負担の公平化をはかるため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内の
どこに住んでも保険料水準が同じ」となることをめざして、県内統一基準による標準的な保険料
（税）の算定方法が定められています。

現状
　国民健康保険料（税）の水準や算定方法は、市町村ごとに異なっている。

⬇
平成30年度以降

　被保険者の負担の公平化をはかるため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも
保険料水準が同じ」となる県内保険料水準の統一化（平成36年度完成）をめざし、下記の算定方
法で段階的に統一化をすすめる。
◎標準的な保険料（税）の算定方法　　　　＊以下の算定方法で県内統一化

※市町村ごとの被保険者の医療水準は反映しない。
※当町の現在の賦課方式は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分すべて
　４方式。（所得割・資産割・均等割・平等割）

平成30年度以降の国民健康保険税について

夜
間
納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す

　

国
保
医
療
課
（
☎
内
線
１
１
４
）

　

事
情
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
期
内
納
付
が

困
難
で
、
開
庁
時
間
内
に
相
談
に
来
る
こ

と
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
夜
間
・
休

日
納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
町
税
の
納
付
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
納
付
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

日
時
　

夜
間
相
談　
１
月
30
日（
火
）、

　

２
月
６
日（
火
）、
15
日（
木
）

　

※
い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

休
日
相
談　
１
月
21
日（
日
）

　

※
午
前
９
時
～
午
後
１
時

場
所　
役
場
１
階　

国
保
医
療
課

持	

物　
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）、
認
印

中央体育館（水曜休館）
　（☎0745�3100）

大 会 名 少年少女サッカー交流会

日 時 ２月25日（日）午前９時～

場 所 斑鳩健民運動場

申込期間 １月30日（火）～
２月13日（火）

※�申し込み、詳細については、中央体育館
へお問い合わせください。

医療分・後期高齢者支援金分 介護納付金分
賦課方式 ３方式（所得割・均等割・平等割） ２方式（所得割・均等割）

賦課割合 所得割：均等割：平等割
５０：３５：１５

所得割：均等割
５０：５０
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平成30年４月から
国民健康保険制度が変わります

~ 第3回目 ~

●スポーツ



水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ

上
水
道
課（
☎
０
７
４
５
�
１
４
０
１
）

取
替
期
間　
２
月
12
日（
月
）～
24
日（
土
）

取	

替
地
区　
法
隆
寺
南
１
～
３
丁
目
、
法

隆
寺
東
１
丁
目
、
法
隆
寺
１
・
２
丁
目
、

興
留
４
・
５
・
７
丁
目
、
阿
波
３
丁
目
、

高
安
西
１
丁
目
、
東
福
寺
１
丁
目
、
幸

前
２
丁
目

※ 

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、
事
前
に

「
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
。

委
託
業
者　
関
西
水
道
用
品（
株
）

町
有
地
売
却
の
お
知
ら
せ

　

財
政
課
（
☎
内
線
２
５
２
）

　

斑
鳩
町
が
保
有
す
る
下
記
の
物
件
の
売

却
に
つ
い
て
、
一
般
競
争
入
札
を
行
い
ま

す
。

●	

入
札
要
領
・
入
札
参
加
申
込
書
の

交
付

　

交
付
期
間　
２
月
９
日（
金
）ま
で

　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

　

交
付
場
所　
財
政
課
窓
口

　

※ 

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
入
札
参
加
申
込
書
の
受
付

　

受
付
期
間　
２
月
13
日（
火
）ま
で

　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

　

受
付
場
所　
財
政
課
窓
口

　

受
付
方
法　

 

必
要
書
類
を
持
参
ま
た
は

郵
送

　

※ 

郵
送
の
場
合
は
、
一
般
書
留
郵
便
ま

た
は
簡
易
書
留
郵
便
で
、
２
月
13
日

（
火
） 

午
後
５
時
ま
で
に
必
着

●
入
札
お
よ
び
開
札

　

期
日　
２
月
27
日（
火
）

　

時
間　
午
前
９
時
30
分
～

　

場
所　
斑
鳩
町
役
場

　
　
　
　

１
階　

第
２
会
議
室

売　　却　　地

所 　 在 奈良県生駒郡斑鳩町
興留5丁目

地 番 570番1
地 目
（登記簿） 宅地

面 積
（登記簿） 405.63㎡

予 定 価 格
（最低売却価格） 29,509,500円

 国民年金ってなに？
　国が運営する公的年金制度で、若いときに国民
年金に加入して保険料を納め続けることで、年を
とったとき（老齢基礎年金）や病気やけがで障が
いが残ったとき（障害基礎年金）、家族の働き手
が亡くなったとき（遺族基礎年金）に、年金を受
け取ることができる制度です。

 必ず加入しないといけないの？
　国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に在
住するすべての人に加入することが法律で義務づ
けられています。

 将来、年金を本当にもらえるの？
　国民年金は生きている限りもらえる一生涯の保
険です。
　賃金や物価の変動にあわせて年金額が改定され
るため、年金に加入（20歳）してから年金を受給

（65歳）するまでの間、経済社会が変動しても、
受け取る年金の価値が保障されます。また、老齢

基礎年金は２分の１が国庫負担（税金）でまかな
われています。

 国民年金保険料を払えないときは
どうすればいいの？

　保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年
金だけでなく、いざという時に支給される障害基
礎年金や遺族基礎年金も受けられなくなることが
あります。学生などで所得が少なく、保険料を納
めるのが困難な人には、次のような制度があります。

学生納付特例制度
　学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、保
険料の納付が猶予される制度です。

若年者納付猶予制度
　学生でない50歳未満の人で本人・配偶者の前年
所得が一定額以下の
場合、保険料の納付
が猶予される制度で
す。

※�国民年金のご相談・手続きについては、国保医
療課（☎内線115）または奈良年金事務所（☎
0742㉟1370）へお問い合わせください。
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20歳になったら国民年金



　総務課（☎内線274）
　消防団第３分団の小型動力ポンプ付積載
車をこのたび、老朽化に伴い更新しました。
　この小型動力ポンプ付積載車は、小型動
力消防ポンプや消防用資機材を搭載した機
動性と機能性を兼ね備えた車両で、大型の
消防車両が入って行けない狭い場所でも迅
速に消火活動を行うことができます。
　今後も地域の住民の生命・財産と暮らし
の安全を守るため、即戦力として活用して
いきます。

　奈良県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用
されます。
　奈良県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場
合は、金額の高いほうの最低賃金が適用されます。
　奈良労働局賃金室　（☎0742㉜0206）

地域別最低賃金 時間額
（発効年月日）

奈良県最低賃金 ７８６円
（平成29年10月１日発効）

特定最低賃金 時間額（日額）
（発効年月日）

奈良県はん用機械器具、生
産用機械器具、業務用機械
器具製造業最低賃金

時間額　８６０円
（平成29年12月27日発効）

奈良県電子部品・デバイス・
電子回路、発電用・送電用・
配電用電気機械器具、産業
用電気機械器具、民生用電
気機械器具製造業最低賃金

時間額　８４９円
（平成29年12月27日発効）

奈良県自動車小売業最低賃
金

時間額　８５１円
（平成29年12月27日発効）

奈良県木材・木製品・家具・
装備品製造業最低賃金

時間額　　８１６円
日　額		６, ５２７円
（平成元年１月25日発効）

下流ではアユの遡上が確認されている大和川。
子どもたちが遊べる大和川をとり戻すために、家庭からの
汚れた生活排水を少なくする取り組みにご協力ください。

問合せ：斑鳩町役場下水道課　☎0745（74）2406
（事務局）国土交通省　近畿地方整備局　大和川河川事務所　☎072（971）1381

大和川の汚れの原因の
約７割が「生活排水」
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「小型動力ポンプ付積載車」を
更新しました

奈良県の最低賃金



　

斑
鳩
ユ
ネ
ス
コ
協
会（
中
央
公
民
館
内
）

（
☎
０
７
４
５
�
１
５
１
１
）

　

書
き
そ
ん
じ
ハ
ガ
キ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

は
「
世
界
寺
子
屋
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、

諸
事
情
に
よ
り
学
校
に
行
け
な
い
世
界
中

の
子
ど
も
た
ち
に「
学
び
の
場
＝
寺
子
屋
」

を
提
供
し
、
教
育
機
会
の
平
等
な
世
界
の

実
現
を
め
ざ
す
運
動
で
す
。

　

住
所
・
氏
名
な
ど
を
間
違
え
て
投
函
し

な
か
っ
た
ハ
ガ
キ
や
、
未
使
用
の
古
い
切

手
・
テ
レ
フ
ォ
ン
カ
ー
ド
、
図
書
券
を
提

供
し
て
も
ら
う
と
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会

連
盟
を
経
て
、
ネ
パ
ー
ル
・
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ラ
オ
ス
な
ど
の
発

展
途
上
国
の
子
ど
も
た
ち
の
支
援
に
活
用

さ
れ
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

回	

収
方
法　

２
月
28
日（
水
）ま
で
に
中

央
・
西
・
東
各
公
民
館
、
法
隆
寺
ｉ
セ

ン
タ
ー
、
役
場
各
窓
口
、
町
立
図
書
館

な
ど
の
公
共
施
設
の
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ

書
き
そ
ん
じ
ハ
ガ
キ
・

　
　
　
　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
～
１
枚
の
ハ
ガ
キ
、

　
み
ん
な
の
笑
顔
の
た
め
に
～

ネパールでは
えんぴつ7本

カンボジアでは
ノート1冊とえんぴつ1本

事
例
　
「
不
用
品
が
あ
れ
ば
買
い
取

る
」
と
女
性
が
訪
問
し
て
き
た
。
突
然

だ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
は
用
意
で
き
な

い
と
伝
え
る
と
、
１
時
間
後
に
今
度
は 

男
性
が
来
た
。
不
要
な
洋
服
な
ど
を
出

し
た
が
「
壊
れ
た
宝
飾
品
が
あ
れ
ば
出

し
て
ほ
し
い
」
と
強
引
に
言
わ
れ
、
指

輪
な
ど
を
出
し
て
、
２
万
５
千
円
で
買

い
取
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
、
形
見

の
品
を
渡
し
た
こ
と
を
後
悔
し
、
ま
た

買
い
取
り
価
格
が
安
す
ぎ
る
と
思
い
、

買
い
戻
し
た
い
と
電
話
を
し
た
と
こ
ろ

「
商
品
は
別
の
業
者
に
売
っ
た
」
と
言

わ
れ
た
。

《
消
費
者
の
み
な
さ
ん
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
》

・ 

訪
問
購
入
に
関
す
る
ご
相
談
が
全
国
の

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
多
数
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
60
歳
以
上
の
高

齢
者
の
割
合
が
約
７
割
を
占
め
て
お

り
、
中
に
は
終
活
で
ま
と
ま
っ
た
不
用

品
を
処
分
す
る
際
に
被
害
に
遭
う
ケ
ー

ス
も
み
ら
れ
ま
す
。

・ 

自
宅
で
物
品
を
買
い
取
っ
て
も
ら
う
訪

問
購
入
で
は
、
購
入
業
者
は
突
然
訪
問

し
て
勧
誘
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

 

事
前
の
連
絡
な
し
に
突
然
訪
問
し
て
く

る
購
入
業
者
を
家
に
入
れ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

・ 

購
入
業
者
は
、
前
も
っ
て
電
話
な
ど
で

連
絡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
消
費
者

が
、
事
前
に
承
諾
し
た
買
い
取
り
対
象

以
外
の
物
品
に
つ
い
て
売
却
を
求
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
貴
金
属
は
な

い
か
」
な
ど
と
当
初
と
は
違
う
物
品
の

売
却
を
突
然
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

・ 

訪
問
購
入
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で

き
ま
す
。（
法
律
で
定
め
ら
れ
た
書
面

を
受
け
取
っ
た
日
を
含
め
て
８
日
間
）

こ
の
期
間
中
は
購
入
業
者
に
物
品
を
引

き
渡
さ
な
い
こ
と
も
で
き
ま
す
。
物
品

を
渡
さ
な
い
こ
と
が
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ

一
つ
の
方
法
と
も
な
り
ま
す
。

消
費
生
活
相
談
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

消
費
生
活
相
談
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

消
費
生
活
相
談
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

1234

※「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（1）を合わせて11（毎月11日は人権を確かめあう日）という意味です。

困
っ
た
時
は
…

消
費
生
活
相
談
日
（
斑
鳩
町
）

　

 

毎
週
木
曜
日　

午
後
１
時
〜
４
時

　

 

た
だ
し
、
第
４
木
曜
日
は
午
前
９
時

〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
４
時

※ 

月
に
よ
り
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
い
日
程
は
、
１
月
号
広
報
の
相

談
日
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

住
民
課（
☎
内
線
１
６
３
）

訪
問
購
入
業
者
と
の
契
約
は

慎
重
に
！
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ハガキ１枚で



 行 事 予 定 カ レ ン ダ ー  （1/15～2/15）

この「広報いかるがお知らせ版」は、町内全家庭に直接お届けしてい
ます。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
　　　　　問合せ : 総務課（☎内線273）
　　　　　編集・発行 : まちづくり政策課（☎内線214）

◯所開催場所　◯時開催時間　◯問問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事は変更される場合がありますのでご了承ください。

1月15日
（月）

チャレンジ介護予防 !
「運動教室」Ａコース
　◯所生き生きプラザ斑鳩１階
　　（機能回復訓練コーナー）
　◯時13：30～15：00
　◯問地域包括支援センター

　（☎0745-74-5666）
　（☎0745-75-4000）

16日（火）
17日（水）
18日（木）

19日（金）

第26回生駒郡人権教育推進連
絡協議会研究大会
　◯所いかるがホール　小ホール
　◯時13：00～
　◯問中央公民館

　（☎0745-74-1511）
20日（土）
21日（日）

22日（月）

チャレンジ介護予防 !
「運動教室」Ｂコース
　◯所生き生きプラザ斑鳩１階
　　（機能回復訓練コーナー）
　◯時13：30～15：00
　◯問地域包括支援センター

　（☎0745-74-5666）
　（☎0745-75-4000）

23日（火）
24日（水）
25日（木）

26日（金） 文化財防火デー
みんなで守ろう文化財

27日（土）
28日（日）

29日（月）

チャレンジ介護予防 !
「運動教室」Ａコース
　◯所生き生きプラザ斑鳩１階
　　（機能回復訓練コーナー）
　◯時13：30～15：00
　◯問地域包括支援センター

　（☎0745-74-5666）
　（☎0745-75-4000）

30日（火）

31日（水）

〈１月の納期限〉
町県民税（第４期分）
　◯問税務課（☎内線154）
国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料（第７期分）
　◯問国保医療課（☎内線114）
介護保険料（第７期分）
　◯問長寿福祉課（☎内線126）

2月1日
（木）

2日（金）
3日（土）

4日（日）

マイナンバーカードの交付・
申請休日受付
　◯所役場１階　住民課窓口
　◯時8：30～12：00
　◯問住民課（☎内線162）

5日（月）

チャレンジ介護予防 !
「運動教室」Ａコース
　◯所生き生きプラザ斑鳩１階
　　（機能回復訓練コーナー）
　◯時13：30～15：00
　◯問地域包括支援センター

　（☎0745-74-5666）
　（☎0745-75-4000）

6日（火）
行政相談
　◯所役場１階第３会議室
　◯時13：00～16：00
　◯問住民課（☎内線163）

7日（水）
8日（木）
9日（金）
10日（土）

11日
（祝・日）

いかるがの里・法隆寺マラソン
斑鳩三塔健康走ろう会
　◯所メイン会場
　　中央体育館前
　◯問中央体育館

　（☎0745-75-3100）
12日（月）

13日（火）

チャレンジ介護予防 !
「運動教室」Ｂコース
　◯所生き生きプラザ斑鳩１階
　　（機能回復訓練コーナー）
　◯時13：30～15：00
　◯問地域包括支援センター

　（☎0745-74-5666）
　（☎0745-75-4000）

14日（水）
15日（木）
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